
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て

後
　
　
藤

靖

一二三

は
　
し
　
が
　
き

藩
政
改
革
と
郷
士
的
土
地
所
有
（
以
上
本
号
）

地
租
改
正
と
郷
士
的
土
地
所
有

は

し

が

き

　
わ
た
し
は
木
誌
第
五
巻
六
号
・
箪
六
巻
一
号
の
二
号
に
わ
た
っ
て
「
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
土
佐
古
勤
王
党

の
結
党
　
　
解
体
の
過
程
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
の
さ
い
、
最
後
の
「
五
、
そ
の
経
済
的
基
盤
　
　
地
租
改
正
と
郷
士
制
度
」

の
分
析
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
長
い
時
間
を
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
草
稿
を
書
き
終
え
て
か
ら
そ
れ
が
多
く
の
誤
り
と
難
点
を

含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
推
敵
に
き
わ
め
て
多
く
の
時
問
を
取
ら
れ
た
た
め
、
単
な
る
続
稿
と
す
る
に
は
不
適
当
と
さ
え
思

わ
れ
る
ほ
ど
の
時
問
的
空
白
が
出
来
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
改
め
て
表
題
の
よ
う
に
「
そ
の
経
済
的
基
盤
」
を
独
立
し

た
形
に
書
き
改
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
前
稿
の
部
分
と
多
く
の
個
所
で
重
複
を
避
け
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
点
、
読
者
に
お
わ
び
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
二
五
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
（
二
五
二
）

　
本
稿
が
独
立
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
本
来
の
意
図
は
や
は
り
前
稿
を
ひ
き
つ
ぐ
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
を
本
稿
と
関
連
を
も
た
す
た
め
に
、
簡
単
に
要
約
し
て
お
く
こ
と
が
行
論

上
便
宜
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。

　
反
政
府
・
反
民
権
論
を
と
な
え
て
反
革
命
的
士
族
板
乱
の
一
環
を
担
っ
た
古
勤
王
党
は
明
治
七
年
に
結
党
さ
れ
、
そ
の
勢
力
は
高

知
県
下
の
諸
郡
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
党
派
の
主
体
的
勢
力
は
郷
士
層
、
と
り
わ
け
中
・
小
郷
士
層
で
あ
り
、
彼
ら
の
基
本
的
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

求
は
何
よ
り
も
官
没
さ
れ
た
貢
租
徴
収
権
の
回
復
・
し
た
が
っ
て
貢
租
徴
収
権
を
も
つ
天
皇
「
直
参
の
騎
士
」
身
分
と
な
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
質
的
に
は
長
州
藩
の
脱
隊
騒
動
に
初
発
し
、
西
郷
の
板
乱
に
い
た
る
一
連
の
反
動
的
士
族
蜂
起

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
結
党
の
契
機
た
り
背
景
た
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
郷
士
制
度
の
解
体
１
１
貢
租
徴
収
権
の
藩
↓
中

央
政
府
へ
の
収
奪
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
維
新
変
革
に
お
け
る
主
体
的
勢
力
の
一
環
を
、
た
ん
に
藩
内
勢
力
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
全

国
的
な
そ
れ
と
し
て
も
担
っ
た
土
佐
藩
郷
士
層
が
、
自
已
の
果
し
た
客
観
的
・
進
歩
的
役
割
と
は
ま
さ
に
逆
に
、
そ
の
経
済
的
基
盤

を
解
体
－
収
奪
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
解
体
方
針
の
形
成
者
た
る
藩
主
流
１
１
後
藤
象
二
郎
、
板
垣
退
助
や
中
央
政
府
に
反
旗
を
ひ
る
が

え
し
て
決
起
す
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
藤
、
板
垣
が
木
戸
、
大
久
保
の
政
府
独
裁

者
に
対
し
て
自
由
民
権
論
を
か
か
げ
て
た
た
か
い
は
じ
ウ
た
そ
の
時
点
で
、
あ
た
か
も
結
党
し
た
ば
か
り
の
古
勤
王
党
が
、
反
政

府
・
反
氏
権
の
．
二
つ
の
旗
幟
を
か
か
げ
た
の
は
故
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
か
か
。
る
結
党
…
決
起
の
契
機
と
背
景
の
経
済
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
そ
の
契
機
と
背
景
と
は
、
ま
え
に
い
っ
た
よ
う
に
、
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
、
す
で
に
前
稿

に
お
い
て
、
こ
の
過
程
を
推
進
し
た
施
策
は
土
佐
藩
の
藩
政
改
革
と
地
券
交
付
Ｈ
地
租
改
正
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、



本
稿
の
取
扱
う
課
題
は
、
こ
の
二
つ
の
施
策
と
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
土
地
所
有
関
係
で
あ
る
ひ
叙
述
の
順
序
も
こ
の
歴
史

的
過
程
に
従
っ
て
い
る
。
た
だ
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
点
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
二
つ
の
政
策
は
、
そ
の
担
当
者
が
藩
と
中

央
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
間
に
は
き
わ
め
て
異
っ
た
内
容
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
概
括
的
に
い
え
ば
、

地
租
改
正
は
廃
藩
貴
県
に
１
よ
っ
て
一
応
の
完
成
を
み
る
維
新
政
府
権
力
の
経
済
的
基
礎
の
整
備
過
程
と
し
て
推
進
さ
れ
た
の
に
た
い

し
て
、
藩
政
改
革
は
一
応
統
一
権
力
の
形
成
を
藩
的
規
模
で
準
備
す
る
意
図
の
も
と
に
藩
の
自
主
的
施
策
と
し
て
行
わ
れ
た
。
だ
か

ら
、
両
者
の
問
に
は
厳
密
な
意
味
で
の
連
続
性
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
二
つ
の
政
策
の
問
に
は
連
続
し
な
い
異
質
の
側
面
が
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
と
い
う
面
か
ら
と
ら
え
る
と
、
質
的
飛
躍
は

あ
っ
た
と
し
て
も
連
続
し
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
地
租
改
正
に
よ
る
郷
士
的
土
地
所
有
の
体
制
的
破
壊
を
藩
政
改
革
以
来
の
施
策

の
完
成
過
程
と
し
て
取
扱
う
方
が
課
題
の
性
質
上
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
二
つ
の
政
策
の
異
質
的
側
面
は
、
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ん
ど
不
間
に
附
し
た
。
こ
の
残
さ
れ
た
問
題
は
、
別
の
機
会
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
　
こ
の
表
現
は
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
一
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
の
次
の
叙
述
に
ヒ
ソ
ト
を
得
て
い
る
。
　
「
下
級
貴
族
は
、
他
の
ど
の
身
分
と
も
次
か

　
よ
く
や
っ
て
ゆ
け
な
か
っ
た
。
諸
侯
に
臣
従
を
ち
か
っ
て
い
る
貴
族
は
帝
国
直
参
に
た
ろ
う
と
つ
と
め
る
し
、
帝
国
直
参
の
騎
士
は
そ
の
独
立
性

　
を
う
し
な
う
ま
い
と
つ
と
め
る
の
で
諸
侯
と
ひ
っ
ぎ
り
な
し
に
い
ざ
こ
ざ
を
お
こ
し
て
い
た
」
（
選
集
第
十
六
巻
上
八
頁
）
。
わ
が
古
勤
王
党
は
、

　
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
　
「
復
古
」
”
天
皇
へ
の
権
力
帰
一
と
「
世
襲
の
禄
」
”
貢
租
徴
収
権
の
確
保
を
体
制
的
に
確
立
し
よ
う
と
ね

　
が
っ
て
い
た
。
　
そ
の
さ
い
、
す
で
に
倒
幕
運
動
の
履
歴
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
「
諸
侯
」
を
権
力
か
ら
排
除
し
、
　
あ
わ
せ
て
成
り
上
り
の
権
力

　
者
固
「
有
司
専
制
」
政
府
を
打
倒
し
よ
う
と
ね
ら
っ
た
。
こ
う
し
た
階
級
的
・
思
想
的
立
場
は
、
ま
さ
に
「
帝
国
直
参
の
騎
士
」
と
相
似
的
相
貌

　
を
呈
し
て
い
る
。

（
２
）
　
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
或
程
度
ま
で
丹
羽
邦
男
氏
が
諾
労
作
で
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
（
同
氏
稿
「
地
租

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
二
五
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
二
五
四
）

改
正
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
」
１
『
明
治
維
新
と
地
主
制
」
，
所
収
・
「
地
租
改
正
に
つ
い
て
」
１
歴
研
・
目
本
史
研
編
『
日
本
歴
史
講
座
」
第
五
巻

所
収
・
「
明
治
維
新
と
地
租
改
正
」
１
古
島
敏
雄
編
著
「
日
本
地
主
制
史
研
究
』
所
収
参
照
）
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
を
め
ぐ

る
問
題
と
し
て
で
ー
は
な
く
、
地
租
改
正
と
そ
れ
以
前
の
政
府
部
内
お
よ
び
諸
藩
の
領
主
的
土
地
所
有
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
と
の
ち
が
い
に
視
点

を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
わ
た
し
の
よ
う
な
間
題
提
起
と
い
ち
ぢ
る
し
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二
　
藩
政
改
革
と
郷
士
的
土
地
所
有

　
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
化
の
第
一
段
階
は
、
明
治
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
藩
政
改
革
に
よ
っ
て
、
藩
独
自
の
政
策
と
し
て

推
進
さ
れ
た
。
そ
れ
が
藩
独
自
の
政
策
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
、
明
治
元
年
十
二
月
布
告
の
「
拝
領
地
並
に
杜
寺
除
地
の
外
、
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

々
の
地
面
は
素
よ
り
す
べ
て
百
姓
所
持
の
地
た
る
べ
し
」
と
い
う
中
央
政
府
の
方
針
に
準
拠
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
に
藩
独
自
と
い
う
の
は
藩
体
制
し
た
が
っ
て
封
建
的
土
地
所
有
諾
関
係
の
特
殊
的
構
造
を
解
消
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
所

有
－
領
有
権
の
藩
庁
へ
の
帰
一
と
「
百
姓
所
持
」
１
農
民
的
保
有
権
を
創
出
す
る
に
さ
い
し
て
、
そ
の
特
殊
的
構
造
を
特
殊
的
方
式

に
よ
っ
て
解
体
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
封
建
的
土
地
所
有
諾
関
係
の
土
佐
藩
的
・
特
殊
的
構
造
は
次
の
よ
う
な
諾
領
有
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

土
佐
藩
で
は
、
長
曾
我
部
の
天
正
検
地
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
二
四
八
、
三
〇
〇
石
を
本
田
と
称
え
、
山
内
受
封
以
来
の
開
発
に
か

か
る
も
の
を
新
田
と
称
し
た
。
こ
の
本
田
に
は
御
蔵
入
地
と
諾
士
の
給
知
と
し
て
の
知
行
地
１
１
本
田
知
行
が
あ
り
、
六
公
四
民
の
租

法
が
課
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
新
田
は
本
百
姓
ま
た
は
諾
士
・
郷
士
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
三
年
の
調
査
に

よ
丸
拭
本
田
と
投
贋
匹
徹
す
る
三
四
六
、
二
〇
〇
石
に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
新
田
は
譜
代
藩
士
に
属
す
る
「
役
知
」
、
下
級
武
士
の
新



旺
た
る
「
白
札
」
、
郷
土
所
有
地
た
る
「
領
知
」
、
お
よ
び
本
百
姓
開
発
新
田
た
る
「
作
式
」
か
ら
な
っ
て
い
た
ひ
そ
れ
ら
の
租
法
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

四
公
六
民
で
あ
り
、
　
「
引
残
る
六
分
の
中
二
分
を
以
て
諾
課
役
勤
む
る
料
と
な
し
、
四
分
を
農
民
の
所
務
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い

る
点
か
ら
み
て
本
百
姓
に
と
っ
て
は
六
公
四
民
の
本
田
租
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
　
「
知
行
」
・
「
役
知
」
・
「
領
知
」
は
そ

の
給
主
の
身
分
Ｈ
族
称
上
の
差
異
に
も
と
ず
く
呼
称
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諾
階
級
が
そ
れ
ぞ
れ
に
貢
租
徴
収
権
を
も
ち
、
藩
庁
に
た

い
し
て
は
一
定
の
役
銀
ま
た
は
武
役
の
義
絡
の
み
を
負
っ
て
い
た
。
藩
政
改
革
は
、
か
か
る
土
地
領
有
権
を
藩
に
統
一
し
、
そ
の
基

礎
の
上
に
権
力
そ
の
も
の
を
藩
主
流
派
に
集
中
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
。

　
さ
て
、
藩
政
改
革
は
、
明
治
二
年
三
月
二
十
目
の
触
達
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
六
月
か
ら
現
実
に
酋
手
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
触
達

は
、
「
家
老
共
是
迄
致
扶
持
咋
家
来
定
め
の
外
、
士
格
の
直
臣
に
申
付
、
…
…
…
向
後
府
住
申
付
」
と
い
う
家
臣
団
の
集
中
Ｈ
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

的
掌
握
と
と
も
に
、
「
古
来
よ
り
地
方
知
行
被
遣
脈
処
、
此
度
悉
皆
御
蔵
米
に
被
引
換
」
と
い
う
貢
租
徴
収
権
の
官
没
を
宣
言
し
、

同
時
に
家
老
以
下
足
軽
に
至
る
ま
で
「
削
禄
」
を
行
っ
た
上
で
家
禄
を
付
与
す
る
方
針
を
打
出
し
た
。
そ
の
「
削
禄
」
は
、
例
え
ば

「
一
方
の
領
地
を
有
し
生
殺
与
奪
を
も
専
決
し
厳
然
一
諸
侯
の
勢
あ
り
し
深
尾
鼎
も
僅
六
二
干
石
の
四
つ
物
成
な
れ
ば
実
米
八
百
石
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

と
な
り
、
他
の
諸
藩
士
の
場
合
に
も
「
殆
ど
半
減
」
す
る
ほ
ど
の
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
諾
改
革
が
現
実
に
着
手
さ
れ
た
の
は
、
い
ま
も
い
っ
た
よ
う
に
二
年
六
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
叙
述
の
便
宜
上
、

知
行
地
の
結
末
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

　
知
行
地
に
か
ん
し
て
は
、
改
革
の
性
質
上
、
本
田
知
行
と
新
田
知
行
に
類
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
田
知
行
に
か
ん

す
る
か
ぎ
り
士
族
の
領
有
権
は
完
全
に
官
没
さ
れ
、
同
時
に
旧
知
行
主
が
排
除
さ
れ
た
農
民
的
保
有
地
が
創
出
さ
れ
た
。
だ
が
、
新

田
知
行
地
の
場
合
に
は
や
や
事
情
が
異
っ
て
い
る
。
新
田
租
法
は
、
ま
え
に
い
っ
た
よ
う
に
四
公
六
民
で
あ
る
が
、
新
田
知
行
に

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
二
五
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
二
五
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

お
い
て
は
「
士
族
旧
来
其
地
に
生
ず
る
米
高
六
歩
を
農
夫
よ
り
為
出
所
務
と
す
」
る
慣
例
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
革
令
は

「
収
獲
米
に
六
歩
掛
け
貢
租
を
定
め
、
残
る
四
分
を
二
つ
に
分
け
、
弐
歩
を
小
作
に
肥
し
種
級
料
に
与
へ
、
残
る
二
分
を
知
行
主
地

　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

株
之
徳
米
加
治
子
と
言
」
、
貢
租
分
は
「
摩
禄
」
に
引
換
え
、
加
治
子
に
相
当
す
る
「
地
所
は
其
所
有
に
放
る
べ
か
ら
ざ
る
訳
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

領
主
の
所
有
と
し
、
所
務
米
悉
皆
引
換
残
米
無
之
地
は
百
姓
の
所
有
」
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
つ
ま
り
、
触
達
は
、
六
分
の
知

行
主
所
務
米
Ｈ
「
虞
米
」
　
（
家
陳
）
↓
農
民
保
有
地
、
二
分
の
加
治
子
米
Ｈ
知
行
主
「
所
有
」
地
、
二
分
の
農
民
作
徳
米
Ｈ
農
民
保

有
地
、
と
い
う
定
式
を
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
定
式
は
、
旧
来
の
新
田
知
行
租
法
を
著
る
し
く
変
更
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
新
田

知
行
の
形
成
に
さ
い
し
て
、
そ
の
開
発
の
労
費
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
本
百
姓
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
、
そ
の
得
分
関
係
は
だ
い
た
い
本

田
租
法
に
近
く
決
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
改
革
令
の
規
定
す
る
よ
う
な
加
治
子
得
分
の
発
生
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
い
ま
、
香
美
郡

野
市
村
に
例
を
と
り
な
が
ら
そ
の
結
末
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
。
横
山
左
平
次
の
野
市
村
新
田
知
行
地
は
八
町
四
反
歩
余
で
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分処の行知次平左山横
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．
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氏
一
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有
一

保
一

４
　
４
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一
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ｚ
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０

反
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５
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■
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●

５

Ｏ
●
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３
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●
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Ｏ
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１
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Ｏ
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●
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●
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●

４

Ｏ
●
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●

７

５
●

０３
●

２

４
●

１２
●

Ｏ

３
●

６３
●

ユ

５
■

９２
●

２

４
●

７３
●

１

５
●

３３
●

１

３
●

０２
●

１

５
●

６１
●

４

１
●

７４
●

０

３
●

５３
●

Ｏ

２
●

７２
●

２

４
●

８０
●

２

５
●

４４
●

Ｏ

４
●

５４
●

Ｏ

３
●

０２
●

１

４
●

１２
■

Ｏ

５
●

１４
●

２

４
●

４４
●

Ｏ

平
亟
蔵
平
門
門
二
門
丞
蔵
八
門
次
七
作
七
二
蔵
吉
太
吉
七
蔵
次
次
次
次
平
吉
七
亟
作

　
　
　
　
　
衛

　
　
　
　
　
米
衛
　
衛
　
　
衛
　
　
米

　
　
　
　
　
久
　
　
左

　
　
　
　
　
内

武
専
半
七
島
弥
忠
久
秀
真
茂
安
文
元
広
久
作
盾
万
常
議
利
亀
忠
竹
真
又
喜
磯
直
七
治

４
●

６０
●

２８計

（
註
）

）１（）２〈

一
代
冊
六
歩
、
　
一
反
ｍ
五
〇
代
で
お
る
（
『
高
知
藩
田
制
概
略
』
　
　
近
世
地
方
経
済
史
料
第
二
巻
所
収
）
。

本
表
は
野
市
町
役
場
所
蔵
の
「
横
左
平
次
如
行
引
替
上
り
知
米
盛
牒
」
よ
り
作
成
し
た
。



あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
反
九
畝
二
十
七
歩
を
残
し
て
、
箪
一
表
の
よ
う
に
三
十
二
人
の
永
小
作
人
も
し
く
は
「
出
作
」
人
の
保
有
地

と
な
っ
た
。
爾
余
の
知
行
地
の
場
合
に
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
字
「
う
」
の
丸
・
「
む
」
の
丸
に
お
け
る
知
行
地
と
知
行

表２第

向動の地行知
１
■
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－
一
一
一
□
　
　
－
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－
　
　
　
－
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－
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－
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－
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ｉ
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－
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■
■
　
　
－
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■
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１
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１
　
　
　
；
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■
■
１

－
■

；

一

■

－
■
－
Ｉ
ｌ
■

高

９

３

１

１

４

　
１
０
　
．
　
８
　
●

　
Ｏ
Ｏ
　
．
　
１
　
●

Ｏ
●

Ｏ

０

有
一

Ｏ

０
０

Ｏ
Ｏ

０
０
０

Ｏ

●

●

６
●

３
●

２
●

Ｏ

Ｏ

０

保

１

４

５

Ｏ

５

ｉ
－
－
－
－
－
一

’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

高

２

Ｏ
）
り
＾

０
１
１

一
Ｌ
０
（
）

１
■
Ｑ
ｏ

５
（
）
（
）

１
１
一
ｎ
Ｚ

２

７

５

２

６

行

畝
ユ

１
１
ｎ
６
●
　
　
　
■

０
１
↓
●
　
　
　
●

１
■
１
■
●
　
　
　
●

１
０
■
　
　
　
●

０
２
１
●
　
　
　
●
　
　
　
●

（
）
（
）
■
　
　
　
●

２
●

２
●

２
●

Ｏ
●

１
●

３

反
Ｌ

１
■
１
■
●
　
　
　
■

１
１
８
●
　
　
　
●

Ｏ
）
（
）
●
　
　
　
●

一
‘
０
１
■
■
　
　
　
●

４
ｏ
ｏ
（
ｏ
●
　
　
　
●
　
　
　
●

’
Ｏ
ｏ
◎
●
　
　
　
●

１
●

５
●

７
●

３
●

６
●

知

ｏ
０
０
Ｊ

（
）
７
’

７
’
（
之

つ
ｏ
４

ｎ
６
ｏ
）
４

Ｆ
ｏ
４

７

８

１

３

１

２

１

８

１

２

；
■
；
　
』
　
　
　
－

■

１
，
　
一
　
　
　
■
　
　
ｉ
■

名

門
助
次
衛
郎
衛
門
夫
治
門
助
門
夫
進
門
衛
蔵
門
郎

楠
恭
藤
漱
七
脈
撫
太
盾
輔
兵
蛾
太
之
楠
丘
一
順
蝸
八

惣

与
平

八
市
三

仁
佐
七
十
権
助
喜

弥
茂

１

氏

田
田
野
頭
山
葉
琳
藤
藤
岡
和
尾
地
内
頭
地
上
町
野

下
下
幸
千
西
稲
久
近
五
西
目
松
宮
堀
千
宮
井
野
前

　
（
註
）
０
Ｄ
　
知
行
高
は
明
治
三
年
「
役
地
領
地
引
帖
」
よ
り
集
計
し
た
も
の
。

　
　
　
の
保
有
高
は
「
知
行
引
換
上
り
知
」
よ
り
集
計
。

主
の
保
有
高
の
関
係
を
表
示
す
れ
ば
第
二
表
の
通
り
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
横
山
左
平
次
の
場
合

彼
の
手
に
帰
し
た
保
有
権
三
反
歩
余
は
改
革
令
規
定
の
加
治
子
得
分
で
あ
り
、
第
二
表
中
の
五
藤
后
治
・
宮
地
十
太
夫
・
宮
地
喜
丘
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

衛
の
保
有
高
は
明
治
九
年
の
『
野
取
検
地
帖
』
か
ら
推
測
す
れ
ば
手
作
地
で
あ
る
。
こ
の
両
様
に
よ
っ
て
新
し
く
設
定
さ
れ
た
保
有
権

は
旧
知
行
地
と
対
比
す
れ
ば
ま
さ
に
取
る
に
足
ら
な
い
比
率
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
大
部
分
の
知
行
主
は
そ
の
所
有
地
を
喪
失
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
知
行
地
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
本
田
．
新
田
を
問
わ
ず
貢
租
徴
収
権
の
み
な
ら
一
ず
土
地
保
有
権
そ
の
も
の
も
徹
底
的

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
二
五
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
箪
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
二
五
八
）

に
収
奪
さ
れ
、
封
建
的
領
有
権
と
農
民
的
保
有
権
と
の
間
に
お
け
る
中
問
的
所
有
関
係
は
完
全
に
排
除
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
藩
政
改

革
の
目
指
す
権
力
の
藩
庁
へ
の
統
一
化
の
経
済
的
基
礎
が
確
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
当
面
の
課
題
た
る
郷
士
的
土
地
所
有
１
「
領
知
」
の
処
分
は
、
ど
う
い
う
方
式
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

藩
庁
は
、
二
年
九
月
十
五
日
、
次
の
よ
う
な
触
を
各
村
庄
屋
に
布
達
し
た
。

　
　
　
＼

　
此
度
御
詮
儀
振
を
以
て
引
換
上
り
知
に
被
仰
付
脈
小
給
本
田
（
紺
屋
・
船
頭
・
鷹
匠
へ
の
給
地
－
筆
者
註
）
、
且
つ
新
田
知
行
、
同

　
領
役
知
共
、
御
貢
物
米
に
相
当
す
る
分
を
以
て
被
引
換
昧
義
に
付
、
爾
来
給
主
所
務
致
し
来
脈
加
治
子
米
有
之
分
は
、
百
姓
株
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
給
主
に
有
之
儀
に
付
、
古
方
の
通
所
務
致
し
可
然
儀
に
付
、
其
旨
被
相
心
得
、
出
作
者
心
得
違
無
之
様
吃
度
作
配
方
有
之
べ
く
脈

こ
の
触
達
で
は
じ
め
て
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
方
式
が
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
が
、
こ
の
触
達
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
煩
を
い
と

わ
ず
郷
士
的
土
地
所
有
の
領
有
構
造
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
郷
士
制
度
”
郷
士
的
土
地
所
有
創
出
の
意
図
は
、
ま
え
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
旧
長
曾
我
部
遺
臣
を
山
内
家
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
、

封
建
権
力
の
確
立
と
安
定
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
多
く
の
遺
臣
た
ち
は
、
こ
の
方
策
を
是
と
し
て
新
田
開
発
に
力
を
そ
そ
ぎ
、

自
ら
郷
士
に
起
用
さ
れ
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
慶
長
年
問
に
は
じ
ま
っ
た
郷
土
起
用
策
が
元
禄
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

に
は
総
数
七
九
四
人
を
算
え
、
そ
の
領
知
高
は
ほ
ぼ
三
万
石
に
達
し
て
い
た
点
か
ら
み
て
疑
う
余
地
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
起
用
に
さ

い
し
て
の
義
務
は
、
最
低
限
地
高
三
町
Ｈ
三
十
石
・
物
成
米
九
石
の
所
有
で
あ
り
、
最
高
限
は
二
百
五
十
石
ま
で
の
高
持
を
許
し
た
。

天
保
九
年
の
「
領
知
分
売
御
規
定
」
に
も
「
地
高
三
町
物
成
米
九
石
に
過
侯
分
は
、
売
地
可
致
許
容
、
地
高
物
成
米
右
以
下
之
分
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

売
地
之
願
都
而
不
相
叶
事
」
と
し
、
そ
の
低
限
は
法
規
上
は
厳
格
に
維
持
さ
れ
た
。
こ
こ
で
法
規
上
と
こ
と
わ
っ
た
の
は
、
現
実
に

は
こ
の
低
限
を
は
る
か
に
割
っ
た
郷
士
層
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
前
稿
郷
士
階
層
表
－
策
五
巻
六
号
九
頁
参
照
）
。
こ
の
規



定
を
充
し
た
と
き
、
郷
士
職
１
１
郷
士
的
土
地
所
有
が
成
立
す
る
。
郷
士
は
ン
、
の
土
地
を
「
領
知
」
Ｈ
領
有
し
、
貢
租
徴
収
権
を
も
所
有
し

た
。
そ
の
貢
租
Ｈ
徴
税
率
は
新
田
租
法
た
る
四
公
六
民
を
踏
襲
し
た
。
だ
が
開
発
新
田
は
地
味
が
き
わ
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
た
め
概

ね
免
三
っ
Ｈ
三
公
内
外
と
さ
れ
た
が
、
ン
、
れ
は
あ
く
ま
で
形
式
的
規
定
で
あ
っ
て
小
作
地
に
出
さ
ず
白
作
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ

の
全
収
獲
が
郷
士
の
所
有
に
帰
し
た
。
た
だ
、
か
か
る
規
定
が
お
か
れ
た
の
は
、
次
の
四
つ
の
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）

「
藩
土
の
家
禄
あ
る
が
如
き
」
状
況
を
郷
士
に
適
用
し
、
最
下
級
の
郷
士
の
「
家
禄
」
を
九
石
と
定
め
る
意
味
と
、
二
は
郷
土
の
最

低
限
を
物
成
米
九
石
と
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
高
の
売
買
を
許
可
す
る
基
準
と
し
、
箪
三
に
譜
代
藩
士
の
知
行
地
に

た
い
し
て
一
定
の
夫
米
・
夫
役
を
銀
に
換
算
し
て
上
納
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
郷
士
に
も
物
成
米
に
応
じ
て
役
銀
（
物
成
米
十
二
石
迄

は
無
役
）
を
賦
課
す
る
算
定
の
基
礎
と
す
る
た
め
、
第
四
に
領
知
を
小
作
に
出
し
た
場
合
の
基
準
と
し
て
援
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
つ
の
理
由
の
う
ち
、
当
面
最
も
重
要
な
も
の
は
第
四
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
ず
い
て
い
る
。

　
郷
士
的
土
地
所
有
は
二
様
の
径
路
を
辿
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
郷
士
た
ろ
う
と
す
る
長
曾
我
部
遺
臣
は
た
ん
に
領
知
開

発
権
を
獲
得
ｕ
保
有
す
る
の
み
で
開
発
に
か
ん
す
る
労
費
の
一
切
は
本
百
姓
に
ょ
っ
て
提
供
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
本
百
姓
が
新
田

開
発
に
際
し
て
遺
臣
Ｈ
郷
士
の
名
儀
を
借
り
そ
の
出
願
に
当
っ
て
は
名
儀
人
た
る
郷
士
の
領
知
と
し
て
届
出
る
方
法
に
よ
っ
て
で
１
あ

る
。
こ
の
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
郷
士
と
本
百
姓
と
の
間
に
は
永
小
作
関
係
が
発
生
し
、
永
小
作
人
は
丑
、
の
時
の
契
約
に
従
っ

て
一
定
の
加
治
子
　
　
郷
士
の
収
入
と
な
る
　
　
を
納
め
る
と
と
も
に
郷
士
に
賦
課
さ
れ
る
役
銀
の
負
担
者
と
も
な
っ
た
。
こ
の
加

治
子
と
永
小
作
人
徳
米
の
得
分
比
率
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
地
味
の
肥
清
や
供
出
労
費
の
多
少
に
よ
っ
て
「
七
分
三
分
あ

　
　
　
　
　
（
１
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

り
八
二
分
け
有
」
り
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
も
永
小
作
人
は
郷
士
か
ら
何
の
制
肘
も
受
け
ず
又
小
作
と
い
う
関
係
を
取
結
ぶ

こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
衣
く
、
そ
の
永
小
作
権
す
ら
他
に
白
由
に
譲
渡
す
る
権
利
を
保
有
し
て
い
た
。
だ
か
ら
郷
士
的
土
地
所
有

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
二
五
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
二
六
〇
）

は
、
往
六
に
し
て
か
か
る
重
畳
的
領
有
Ｈ
保
有
関
係
を
内
包
し
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
か
か
る
永
小
作
関
係
に
お
け
る
加
治
子

米
収
得
者
を
「
底
地
持
」
と
い
い
、
永
小
作
人
を
「
上
地
持
」
ま
た
は
「
中
地
頭
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

郷
士
的
土
地
所
有
が
複
雑
な
所
有
諸
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
四
公
六
民
、
実
は
免
三
つ
の
租
法
は
役
銀
を
徴
収

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
、
か
つ
本
百
姓
の
私
的
土
地
所
有
で
は
な
く
あ
く
ま
で
封
建
的
領
有
権
に
繋
縛
さ
れ
た
農
民
保
有
地
た
る
こ
と
を
規
定
す
る
意
味

で
も
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
永
小
作
関
係
と
は
別
に
次
の
よ
う
な
短
期
小
作
の
場
合
に
も
、
こ
の
租
率
は
意
味
を
も
つ
。
そ

の
短
期
小
作
は
、
通
常
一
ヶ
年
作
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
収
獲
米
の
六
分
Ｈ
四
公
プ
ラ
ス
加
治
子
二
分
を
郷
士
が
収
納
し
、
残
り
四

分
を
現
実
の
耕
作
者
の
取
分
に
す
る
と
い
う
規
定
の
基
準
と
し
て
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
郷
士
的
土
地
所
有
に
お
い
て
は
、
三
様
の
領
有
構
造
を
わ
れ
わ
れ
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
郷

士
の
自
作
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
収
獲
米
は
す
べ
て
彼
自
身
の
所
有
に
帰
し
、
役
銀
も
彼
自
身
に
お
い
て
負
担
す
る
。
白
短
期
小

作
、
こ
の
場
合
に
は
郷
士
の
取
分
は
収
獲
米
の
六
分
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
公
に
相
当
す
る
部
分
に
た
い
し
て
郷
士
が
役
銀
を
負
担

す
る
。
嘗
永
小
作
関
係
、
こ
こ
で
は
郷
土
の
取
分
は
契
約
に
も
と
ず
く
加
治
子
部
分
だ
け
で
あ
り
、
永
小
作
人
は
そ
れ
を
差
引
い
た

収
獲
米
を
得
、
四
公
に
相
当
す
る
部
分
の
役
銀
の
負
担
者
と
な
る
。

　
以
上
の
諸
点
が
、
当
面
の
課
題
に
と
っ
て
必
要
な
予
備
知
識
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
九
月
十
五
目
の
触
は
こ
う
し
た
郷
士
的
土
地
所
有
の
構
造
に
立
脚
し
な
が
ら
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
　
「
御
貢
物
米
に
相
当
す
る
分
」
Ｈ
物
成
米
を
蔵
米
と
し
て
藩
庫
に
収
納
さ
せ
、
そ
の
代
償
と
し
て
郷
士
に
明
治
二
年
三
月
二
十

目
の
禄
制
改
革
に
則
っ
て
十
五
石
五
斗
の
家
禄
を
与
え
よ
う
と
い
う
。
そ
し
て
爾
余
の
収
獲
米
に
つ
い
て
は
郷
士
と
永
小
作
人
と
の

従
来
の
取
分
関
係
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
据
置
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
加
治
子
米
有
之
分
は
、
百
姓
株
の
給
主
（
郷
士
を
さ
す
　
筆
者
）

’



に
有
加
レ
と
い
う
規
定
が
・
そ
れ
に
当
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
改
革
令
に
お
い
て
は
、
郷
士
的
領
有
関
係
に
お
け
る
領
有
権
Ｈ
貢
租
徴

収
権
を
藩
が
収
奪
し
、
領
有
権
に
代
る
べ
き
家
禄
を
郷
士
に
与
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
ま
で
の
郷
士
．
永
小
作

人
の
関
係
は
土
地
知
郁
腓
愉
と
し
て
は
依
然
と
し
て
持
続
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
郷
士
に
着
目
し
て
い
い
か
え
て
み
る
と
、
彼
は
現

実
の
耕
作
農
民
か
ら
加
治
子
米
を
収
得
す
る
と
同
時
に
家
禄
に
相
当
す
至
貝
租
の
徴
収
代
理
人
と
し
て
位
置
づ
け
声
り
れ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
・
一
見
・
郷
士
的
領
有
構
造
に
立
脚
し
、
合
理
的
に
み
え
る
こ
の
改
革
仕
法
は
、
さ
き
に
述
べ
た
土
地
所
有
関
係

得
分
関
係
に
厳
密
に
照
し
合
わ
せ
る
と
き
、
き
わ
め
て
大
き
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
何
よ
り
も
先
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
・
こ
の
改
革
令
が
永
小
作
人
Ｈ
耕
作
農
民
に
大
き
な
犠
牲
を
強
い
な
が
ら
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
え

に
い
っ
た
よ
う
に
、
永
小
作
関
係
を
内
包
す
る
郷
士
的
土
地
所
有
に
あ
つ
て
は
、
永
小
作
人
は
郷
士
に
た
い
し
て
い
わ
ば
実
質
上
は

名
儀
料
た
る
内
容
を
も
つ
加
治
子
米
を
支
払
い
、
四
公
部
分
に
賦
課
さ
れ
る
役
銀
の
負
担
者
で
も
あ
つ
た
が
、
そ
の
役
銀
は
四
公
部

分
の
全
部
に
相
当
し
は
し
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
の
得
分
は
し
ば
し
ば
六
民
を
上
廻
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
こ

の
改
革
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
永
小
作
人
は
郷
士
に
旧
来
か
ら
の
加
治
子
米
分
と
四
公
部
分
の
支
払
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
・
実
質
的
に
永
小
作
人
は
不
当
な
犠
牲
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
郷
士
層
か
ら
み
れ
ば
、
り
／
、
の
定
限
物
成
米

九
右
は
禄
制
改
革
に
よ
っ
て
十
五
石
五
斗
の
家
禄
に
評
価
が
え
さ
れ
、
か
つ
加
治
子
米
は
依
然
と
し
て
彼
の
手
に
残
る
の
で
あ
る
か

ら
・
お
し
な
べ
て
彼
等
の
収
入
は
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
「
奥
羽
の
戦
功
に
依
り
、
郷
士
よ
り
藩
士
籍
に
入
る
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

其
領
知
六
か
を
蔵
知
と
換
へ
、
二
分
は
即
領
主
（
郷
士
　
筆
者
）
の
所
有
」
と
す
る
規
定
に
適
合
す
る
旧
郷
士
層
の
経
済
的
条
件
が

著
る
し
く
向
上
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
か
く
て
・
こ
の
改
革
令
は
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
藩
庁
は
郷
士
層
か
ら
貢
租
徴
収
権
Ｈ
領
有
権
の
収
奪
を
志

　
　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
六
一
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
七
巻
．
第
三
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
二
六
二
一

向
し
、
彼
等
の
低
抗
柔
然
に
防
ぐ
た
め
に
郷
士
の
収
入
を
旧
来
よ
差
典
一
か
奮
し
め
よ
う
と
し
た
・
そ
の
た
め
の
財
源
は
耕
作

農
民
か
ら
の
過
重
な
貢
租
徴
収
に
よ
つ
て
確
保
し
春
れ
ば
奮
ず
、
農
民
の
低
抗
を
防
遇
す
る
た
め
に
藩
－
領
有
権
と
農
民
－
保

有
権
と
の
問
に
郷
士
を
介
在
さ
せ
、
事
実
上
は
郷
士
に
徴
税
請
負
人
た
る
資
格
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
り
う
べ
き
階
級
対
立
を

排
除
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
改
革
は
貢
租
徴
収
権
を
め
ぐ
る
藩
庁
と
郷
士
と
の
妥
協
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
基
本
的
に
は
権
力
お
よ
び
領
有
権
の
分
散
的
状
況
を
一
掃
し
、
藩
庁
権
力
の
確
立
と
そ
れ
の
全
藩
的
浸
透
を
目
ざ
す
第
一
歩

で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
改
革
は
直
ち
に
は
実
現
を
み
な
か
つ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
・
改
革
の

前
提
と
な
る
「
領
知
地
引
帖
」
の
作
成
が
き
わ
め
て
困
難
を
き
わ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
地
引
帖
は
た
ん
に
領
知

の
石
高
童
び
実
収
の
確
定
で
は
す
ま
さ
れ
ず
、
永
小
作
・
又
小
作
関
係
竈
確
に
す
べ
き
必
要
性
竃
つ
た
め
・
個
£
郷
士
領

知
の
詳
細
な
検
討
を
要
し
た
か
ら
で
あ
る
。
野
市
村
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
そ
の
地
引
帖
の
全
面
的
な
作
成
が
完
了
し
た
の
は
明
治

三
年
二
月
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
技
術
的
制
約
が
改
革
の
実
施
を
遅
ら
せ
た
一
つ
の
要
因
で
あ
る
・
い
ま
一
つ
の
要
因
と
し
て
・

触
達
の
内
容
上
の
欠
陥
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
郷
士
禄
米
は
十
五
石
五
斗
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
・
こ
の
条
件
に

適
合
す
る
た
め
に
は
少
く
と
も
三
十
九
石
弱
（
四
公
六
氏
の
租
法
に
よ
っ
て
逆
算
）
の
領
知
高
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
・
に
も
か
か

わ
ら
ず
現
実
に
は
こ
の
領
知
高
よ
り
は
る
か
に
少
い
郷
士
層
は
か
言
の
数
に
上
一
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
・
そ
の
不
足
分
嘉
何

な
る
形
で
補
填
す
る
か
が
間
題
に
な
る
。
ま
た
逆
に
、
物
成
米
十
五
石
五
斗
以
上
の
領
知
に
か
ん
す
る
処
分
方
式
も
明
確
に
さ
れ
な

か
つ
た
。
か
か
る
二
つ
の
要
因
が
、
触
達
の
実
現
を
困
難
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
藩
庁
は
、
　
「
地
引
帖
」
作
成
が
完
了
し

た
と
き
、
改
め
て
そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
の
次
の
よ
う
な
四
ヶ
条
か
ら
な
る
「
覚
」
を
令
達
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
・



明
治
三
年
三
月
の
そ
の
「
覚
一
四
ヶ
条
の
な
か
で
当
面
の
間
題
に
か
か
わ
り
董
つ
の
は
、
第
二
、
第
三
条
で
あ
る
。
そ
の
第
二

条
で
は
郷
士
領
知
は
「
見
付
碧
以
て
物
柴
十
五
石
五
斗
ま
で
は
御
蔵
米
に
引
換
仰
付
け
え
、
袈
る
分
は
二
分
砦
以
て
貢

物
高
新
田
に
仰
付
け
ら
る
る
筈
一
と
規
定
し
、
第
三
条
で
は
「
郷
士
．
徒
士
は
爾
来
扶
持
切
米
十
五
石
五
斗
に
不
足
の
面
六
に
は
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

知
物
成
米
の
内
を
以
て
足
し
遣
は
さ
れ
、
相
残
る
分
二
盆
責
て
貢
物
立
新
田
に
仰
付
け
ら
る
る
筈
一
と
い
う
。
こ
の
「
覚
一
の

第
三
条
は
・
き
わ
め
て
意
味
の
と
り
に
く
い
文
言
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
に
か
え
た
別
の
規
定
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
は

こ
う
書
か
れ
て
い
る
・
「
藩
政
改
革
の
際
郷
土
は
四
等
士
族
と
奮
、
四
等
士
族
禄
制
拾
五
石
五
斗
を
定
限
と
す
。
依
て
領
知
物
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

米
右
石
数
に
満
る
迄
は
家
禄
を
給
与
し
、
領
知
は
引
換
上
り
地
と
す
、
即
ち
六
分
取
新
田
、
余
星
ば
二
分
取
新
田
与
一
と
。
第

二
・
第
三
条
が
…
で
は
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
覚
一
に
夫
ば
、
次
の
よ
う
蓋
革
が
志

向
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
す
な
わ
ち
、
郷
士
禄
制
十
五
石
五
斗
は
物
成
米
十
五
石
五
斗
と
の
代
償
関
係
に
た
つ
て
お
り
、
若

し
物
成
米
が
十
五
石
五
斗
に
満
ち
き
場
合
に
き
て
も
郷
士
に
は
十
五
石
五
斗
の
禄
米
を
給
与
す
る
。
そ
し
て
そ
の
領
知
は
蔵
地

と
し
て
引
替
え
・
改
め
て
本
田
同
様
に
六
公
四
民
の
租
法
を
適
用
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
覚
」
で
は
前
年
九
月
の
触
達
と
次
の
点

で
ち
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
註
、
九
月
の
触
達
が
四
公
六
民
の
租
法
に
立
脚
し
て
い
た
に
も
か
か
菖
ず
、
「
覚
一
に
さ

て
は
新
田
知
行
に
奮
っ
て
、
と
走
本
田
租
法
六
公
四
民
の
規
定
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
租
法
の
変
更
は
十
五

墓
斗
の
物
緊
を
生
む
領
知
高
を
三
十
九
石
弱
か
ら
二
十
六
石
に
引
下
げ
、
し
た
が
つ
て
四
公
六
民
で
換
算
し
た
場
合
の
藩
の
禄

米
と
物
成
米
と
の
差
額
負
担
分
を
著
る
し
く
軽
減
す
る
役
割
藁
す
。
そ
染
勢
い
、
郷
士
的
土
地
所
有
に
結
ば
れ
る
農
民
の
貢
租

負
担
額
を
高
め
る
こ
と
賃
う
ま
で
差
い
。
と
同
時
に
、
こ
の
租
法
の
変
更
は
、
引
換
余
り
知
を
二
公
八
民
と
す
る
彊
の
規
定
と

も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
こ
の
「
覚
」
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
作
り
出
さ
れ
た
租
法
た
る
こ
と
は
い
う
ま

　
　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
一
二
六
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
三
号
）

で
も
な
い
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
十
五
石
五
斗
以

上
の
物
成
米
１
１
領
知
を
も
つ
大
郷
士
層
は
、
二
年

九
月
の
触
に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
た
痛
撃
か
ら
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。
逆
に
藩
庁
に
と
っ
て
は
、
貢

租
徴
収
額
が
少
か
ら
ず
減
少
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
藩
収
入
の
減
収
見
込
に
代
る
べ
き
も
の
と
し

て
、
引
換
上
り
知
の
六
公
四
民
仕
法
が
打
出
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
貢
租

徴
収
権
収
奪
を
め
ぐ
る
藩
主
流
派
の
苦
心
と
そ
の

結
果
あ
み
出
さ
れ
た
た
く
み
な
戦
術
と
み
る
こ
と
・

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
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Ｏ

１

Ｏ
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●

３
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２
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●

領

２

５

１

１

１

１

皿

王
；

名

二
一
平
助
助
門
肌

士后

ギ
蔦
一

恕

」

島
＊
川
村
榊
村
田
甲

’

一
四
　
（
二
六
四
）

分区の知領

有
同
そ
上
　
　
」
を

を
は
は
換
　
　
知
分

式
と
で
引
　
　
り
の

作
門
上
「
　
　
上
」

出
衛
簿
で
　
　
換
知

の
右
帖
の
　
　
引
領
　
。

歩
茂
，
い
。
知
「
る

２
５
中
し
な
い
領
ち
あ

畝
田
有
い
な
・
う
で

３
と
所
て
ぎ
行
の
の

は
助
を
し
で
知
）
も

平
森
知
記
分
「
丸
た

半
山
領
明
区
は
の
し

崎
村
の
は
も
表
う
理

川
淋
番
分
」
本
井
整

＊
　
。
地
区
知
　
　
下
出

０
Ｄ
す
一
の
り
鋤
（
抽

剤
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
覚
」
は
旧
触
達
の
基
本
的
ね
ら
い
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
摩
擦
な
し
に
実
現
し
て
ゆ
く
方
策
と
し
て

生
ま
れ
出
た
。
こ
の
「
覚
一
は
、
そ
の
ま
の
形
で
実
現
さ
れ
た
。
い
ま
、
野
市
村
下
井
「
う
一
の
丸
で
の
郷
士
島
村
団
六
の
領
知

一
町
一
反
一
畝
歩
の
記
載
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
の
領
地
は
二
ニ
ハ
六
番
の
一
筆
で
あ
り
・
そ
の
永
小
作
人
は
四
人
で
あ
る
・
そ

の
一
町
八
畝
二
九
歩
が
「
引
換
上
知
一
と
君
、
二
畝
一
歩
が
「
役
忽
引
残
一
－
二
分
取
新
田
と
な
一
た
・
同
様
の
方
法
で
「
う
一

の
丸
の
い
く
つ
か
の
領
知
を
整
理
し
て
表
示
す
れ
ば
第
三
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
・

　
「
覚
」
に
よ
つ
て
処
分
さ
れ
た
こ
の
区
分
の
う
ち
、
と
く
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
・
そ
れ
は
・

後
述
す
る
明
治
五
年
の
地
券
交
付
に
は
じ
ま
る
土
地
所
有
権
確
定
に
さ
い
し
て
、
旧
郷
士
の
所
有
に
帰
し
た
も
の
が
・
ほ
と
ん
ど
こ



の
「
引
換
余
り
知
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
地
券
交
付
と
の
関
係
か
ら
取
上
げ
て
み
る
と
き
、
「
引
換
上
り
知
」
は
旧
郷

士
層
か
ら
の
所
有
権
剥
奪
に
直
結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
三
年
の
改
革
は
、
郷
士
層

に
と
っ
て
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
措
置
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
譜
代
藩
士
お
よ
び
郷
士
層
か
ら
の
貢
租
徴
収
権
収
奪
は
成
功
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
中
央

政
府
参
与
た
る
後
藤
象
二
郎
と
板
眞
退
助
に
よ
っ
て
あ
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
藩
政
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

力
総
て
之
を
知
事
府
に
帰
」
し
、
政
体
書
（
明
治
元
年
四
月
）
↓
藩
治
職
制
（
元
年
十
月
）
↓
版
籍
奉
還
（
二
年
六
月
）
↓
官
制
改

革
（
二
年
七
月
）
と
矢
次
ぎ
早
や
に
行
わ
れ
る
中
央
集
権
過
程
に
藩
権
力
を
く
み
こ
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
二
年
七
月
八
目

の
官
制
改
革
に
１
よ
っ
て
、
諸
藩
の
実
権
は
、
旧
藩
主
が
横
す
べ
り
し
て
そ
の
位
置
に
あ
る
藩
知
事
か
ら
建
設
途
上
の
中
央
政
府
の
賛

助
者
と
し
て
任
命
し
た
正
権
の
大
参
事
・
小
参
事
の
手
に
移
っ
た
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
土
佐
藩
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
参

事
に
板
垣
が
、
権
大
参
事
に
福
岡
孝
弟
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
藩
主
流
派
に
反
目
す
る
谷
干
城
は
、
こ
の
権
力
状
況
を
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

　
案
す
る
に
当
時
土
応
必
伽
奔
伽
心
声
－
か
い
む
尤
権
力
あ
る
後
藤
・
板
垣
二
氏
は
一
方
に
は
朝
廷
の
重
役
に
し
て
又
一
方
に
は
土

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
１
８
）

　
佐
の
重
役
な
り
。
総
て
の
改
革
令
も
皆
江
戸
よ
り
出
て
土
佐
の
役
人
は
何
の
権
力
も
な
し

だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
た
ん
に
藩
内
統
一
権
力
の
創
出
だ
け
で
は
な
く
、
「
江
戸
」
Ｈ
中
央
政
府
権
力
創
出
の
前
提
た
り
、

か
つ
促
進
的
契
機
を
作
り
出
す
目
的
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
知
行
お
よ
び
領
知
に
ま
つ
わ
る
貢
租
徴
収
権
収
奪
は
、

そ
の
経
済
的
・
政
治
的
意
図
に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
を
、
明
確
に
打
出
し
て
い
た
の
は
、
二
年
十
二
月
二

目
の
中
央
政
府
の
禄
制
改
革
指
令
書
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
大
に
公
論
衆
議
を
被
為
尽
府
藩
県
一
途
之
政
令
に
帰
」
す
た
め
に
「
知

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
、
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
二
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
（
二
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

行
所
一
同
土
地
被
仰
付
総
て
虞
米
を
以
て
賜
侯
事
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
土
佐
藩
に
お
け
る
上
記
の
改
革
過
程
は
、
こ
う
し
た
指
令

の
土
佐
藩
的
実
践
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

　
次
い
で
三
年
十
一
月
の
土
佐
藩
藩
政
改
革
は
、
以
上
の
改
革
過
程
の
綜
合
的
仕
上
げ
の
意
味
を
も
つ
。
藩
大
参
事
板
垣
は
福
岡
と

協
力
し
な
が
ら
、
藩
知
率
山
内
豊
範
を
し
て
十
一
月
七
目
次
の
よ
う
な
改
革
令
を
上
奏
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
「
皇
国
を
し
て
万
国
に

対
抗
し
富
国
の
大
業
を
興
さ
し
め
ん
に
は
全
国
億
兆
を
し
て
各
自
に
報
国
の
責
を
懐
か
し
め
人
民
平
均
の
制
度
を
創
立
す
る
に
若
く

は
無
し
」
と
い
う
趣
旨
に
立
っ
て
、
次
の
具
体
的
施
行
策
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ｈ
士
族
文
武
の
常
職
を
解
く
、
白
禄
制
を
廃
し
て
禄

券
を
給
す
、
嘗
官
員
兵
隊
は
広
く
之
を
士
民
に
取
る
、
働
族
類
を
分
っ
て
華
・
士
・
卒
・
平
民
の
三
等
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

（
２
０
）

る
。
こ
の
方
策
は
、
三
年
五
月
以
来
、
岩
倉
・
大
久
保
・
木
戸
の
政
府
主
流
に
よ
っ
て
協
議
さ
れ
、
九
月
十
目
に
そ
の
成
案
布
告
を

み
た
中
央
政
府
の
藩
制
改
革
令
に
基
本
的
に
は
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
央
政
府
の
改
革
令
を
詳
細
に
述
べ
る
余
裕
が
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
そ
の
歴
史
的
性
格
を
規
定
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
岩
倉
具
視
の
三
年
八
月
の
「
建
国
策
」
の
具
体
化
と

し
て
現
わ
れ
た
。
　
岩
倉
意
見
は
何
よ
り
も
天
皇
Ｈ
官
僚
権
支
配
を
基
礎
と
す
る
「
国
家
経
紛
」
を
主
張
し
、
　
そ
の
た
め
の
具
体
策

と
し
て
「
天
下
の
租
税
は
悉
皆
之
を
大
蔵
省
に
上
納
し
て
国
家
の
財
源
を
豊
富
」
に
す
る
よ
う
な
方
策
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
政
治
“
行
政
的
措
置
と
し
て
「
郡
県
の
体
を
大
成
」
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
以
後
の
「
列
藩
の
改
革
は
政
府
の
裁
断
を
仰

ぎ
一
途
に
帰
せ
し
む
べ
き
」
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
藩
知
事
は
「
三
年
一
度
朝
集
の
制
を
改
て
三
年
一
度
藩
地
巡
検
の
制
」
と
し

て
「
国
府
を
以
て
共
家
政
と
混
清
す
」
る
状
況
を
一
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
こ
と
は
、
　
「
民
治
」
・
「
財
源
」
・
「
兵
制
」
・

「
刑
事
」
．
教
育
を
そ
れ
ぞ
れ
の
「
省
の
総
轄
に
帰
せ
し
め
」
る
こ
と
と
同
時
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
く
に
諸
藩
権
力
分
立
の

担
い
手
を
な
す
旧
家
臣
団
を
解
体
し
、
　
「
各
藩
に
於
て
私
に
兵
権
を
立
て
兵
員
を
養
」
う
こ
と
は
厳
禁
す
べ
き
で
あ
り
、
　
「
租
税
に



衣
食
す
る
」
華
族
及
土
族
の
「
家
禄
の
制
を
改
て
家
産
と
為
し
更
に
家
産
税
の
法
を
設
け
て
之
に
賦
課
」
し
、
家
産
券
を
「
授
与
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

て
売
買
を
許
可
し
政
府
の
会
計
に
余
裕
あ
る
と
き
は
漸
次
に
之
を
買
上
」
げ
て
旧
体
制
を
有
償
的
に
解
体
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
い
う
。

こ
の
山
石
倉
建
議
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
実
現
さ
れ
ず
、
た
だ
諾
藩
を
大
中
小
に
区
分
し
て
「
官
員
の
多
寡
」
を
指
定
し
、
正
権
大
参

事
の
う
ち
一
人
を
在
京
せ
し
め
て
巾
央
政
府
の
指
令
を
諸
藩
に
伝
達
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
と
い
う
機
構
上
の
改
革
に
力
点
を
お
く

　
　
　
　
　
（
２
２
）

の
み
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
岩
倉
建
議
の
方
針
は
明
ら
か
に
そ
の
底
流
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
改
革
を
媒
介
と
し
て

は
じ
め
て
廃
藩
置
県
が
平
和
的
に
か
ち
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
土
佐
藩
○
藩
政
改
革
は
岩
倉
建
議
の
基
本
方
針
を
再
現
し
た
と
い

え
る
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
領
有
権
の
有
償
買
取
り
に
よ
る
中
央
権
力
確
立
の
方
向
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
方
策
は
、

事
実
の
上
で
は
藩
上
の
個
人
的
行
為
と
し
て
は
土
地
買
坂
り
が
の
ち
に
示
す
よ
う
に
進
ん
で
は
い
た
が
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
全
藩

的
に
施
策
と
し
て
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
土
佐
藩
の
明
治
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
藩
政
改
革
は
、
藩
権
力
の
統
一
化
と
そ
の
物
質
的
基
礎
の

集
中
化
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
央
政
府
の
参
与
後
藤
や
板
垣
に
よ
っ
て
指
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
過
程
は
同
時
に
中
央

集
権
権
力
形
成
の
課
題
に
そ
う
た
め
の
整
備
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
強
引
と
さ

え
思
わ
れ
る
収
奪
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
強
行
過
程
に
さ
ま
ざ
ま
な
反
対
派
の
形
成
が
芽
ば
え
て
き
た
。
す
で

に
前
稿
で
指
摘
し
た
谷
干
城
Ｈ
片
岡
健
吉
を
中
心
と
す
る
藩
軍
事
局
の
反
対
が
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
南
部
彦
蔵
の
三
年
十
一
月

の
改
革
に
さ
い
し
て
の
次
の
よ
う
な
建
議
も
そ
の
反
対
派
の
一
つ
の
自
已
表
明
で
あ
っ
た
。
丹
羽
邦
男
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
南
部
建
議
と
は
、
「
従
来
の
禄
制
を
、
そ
の
禄
高
に
見
令
う
土
地
を
農
民
か
ら
坂
り
上
げ
て
士
族
に
給
与
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
農
民
か
ら
土
地
保
有
権
を
取
上
げ
て
そ
れ
を
土
族
に
移
し
・

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
二
六
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
二
六
八
）

貢
租
を
二
十
分
の
一
に
減
少
す
る
こ
と
が
目
録
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
発
想
が
「
士
族
ノ
者
二
至
ツ
テ
ハ
共
禄
ヲ
削
ラ
レ
不
平
ノ
心
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

生
ツ
猶
其
削
ラ
ル
ル
ノ
止
マ
ス
ツ
テ
終
二
共
尽
ル
ニ
至
ル
ヲ
恐
レ
乱
ヲ
思
フ
徒
モ
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
南
部
建
議
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
は
、
土
佐
藩
に
お
け
る
貢
租
徴
収
権
収
奪
の
方
式
と
そ
れ
に

対
立
す
る
被
収
奪
者
の
動
向
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
更
に
い
え
ば
南
部
は
、
知
行
権
を
収
奪
さ
れ
た
上
士
層
と
り
わ
け
領
有
権

を
完
全
に
剥
奪
さ
れ
た
郷
士
層
の
意
向
を
代
表
し
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
あ
え
て
、
こ
う
し
た
反
対
を
お
し

切
っ
て
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
藩
主
流
派
は
、
ま
さ
に
岩
倉
・
大
久
保
．
木
戸
ラ
ィ
ソ
の
賛
助
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

『
大
目
本
租
税
誌
』
上
四
五
三
頁
。

『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
』
　
（
日
本
農
民
史
料
聚
料
、

『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
一
七
六
頁
。

右
同
書
一
七
六
頁
。

『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
』

右
　
同
　
書

右
　
同
　
書

右
　
同
　
書

松
好
貞
夫
著
『
新
田
の
研
究
』
二
九
六
頁
。

右
同
書
　
二
八
二
頁
所
引
。

『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
』

第
四
巻
）



（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

（
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

（
２
４
）

右
風
書

右
　
同
　
書

右
　
同
　
書

＝
筒
知
県
農
地
改
革
史
」
一
二
二
頁
。

『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
」

『
維
新
史
』
第
五
巻
七
三
三
頁
。

『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
一
九
二
頁
。

一
、
岩
倉
公
実
記
』
中
巻
八
一
〇
頁
。

阜
一
維
新
史
』
第
五
巻
七
三
五
頁
。

「
岩
倉
公
実
記
』
中
巻
八
二
六
－
八
三
五
頁
。

「
明
治
正
史
』
上
（
明
治
文
化
全
集
第
二
巻
）
九
〇
－
九
一
頁
参
照
。

丹
羽
邦
男
「
地
主
制
創
出
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
書
所
収
）

右
同
書
。

土
佐
藩
郷
士
紺
度
の
解
体
過
程
に
ひ
い
て
（
後
藤
）

一
九
（
二
六
九
）




